
開催協議会名 令和７年第４回 大田警察署協議会

開 催 日 時 令和７年11月27日（木）午後３時から午後４時15分まで

協議会委員 ５人
出 席 者 多田会長、浅野副会長、須藤委員、田中委員、福田委員

警 察 署 ９人
（署長、副署長、会計課長、生活安全課長、地域課長、
刑事課長、交通課長、温泉津広域交番所長、総務係員）

会議・協議 署長からの 諮問事項 令和８年度速度取締り指針について

諮 問

説明概要 管内における交通事故実態に基づく、速度違

反等取締り重点路線及び時間帯について、交通

課長が説明

答申(意見等) 【多田会長】

長久地区も重点取締り地区に指定されてい

るが、確かに朝などは工場などへの通勤者が

多数いるので良いと思う。

【浅野副会長】

最近の車は、速度規制なども教えてくれる

のでそれで気づかされることもある。

また、スクールゾーンについて申請をしな

いと通れないことを知らない人も多いので広

報などもして欲しい。

【田中委員】

法定速度について来年９月から引き下げら

れるとあったが、現在は狭い道でも制限速度

が設けられていないところは60km/hで走行で

きるので危ないと感じていた。

法定速度が引き下げられれば、事故防止や

重傷事故の防止につながると思う。

事故当事者の年代別について、６５歳以上

の高齢者については、さらに年代を詳しくす

ると免許返納の参考になるのではないかと思

った。

【須藤委員】

法定速度の引き下げについて、地区で行わ

れる会合等でも説明などを行ってもらえると



ありがたい。

現在、速度規制が無いところでは速度がか

なり速い車が多いので法定速度の引き下げ

は、有効だと思う。

【福田委員】

鳥井地区には狭い道があるが、免許を返納

した高齢者が歩くことも多いが交通量も多

く、危険を感じることがあると聞く。警察の

見せる活動や広報活動が重要になると思う。

報 告 説明事項 先日開催された警察署協議会連絡会議につい

て、出席した多田会長が「警察署協議会の活性

化に向けた取組について」の協議結果報告

答申(意見等)【警察署協議会の活性化に向けた取組について】

１ 委員定数の削減にともない、これまで以上

に委員一人一人の発言の機会等が増えたなど

のメリットもある一方、委員がいない地域も

発生することから、委員が他の地区の情報収

集に努める必要が出てきた。

２ 大田警察署協議会からは、

⑴ 会議に先立ち事務局と進行について打ち

合わせを行い、スムーズな会議進行に努め

ていること

⑵ 協議会で話し合われたことに対する警察

の取組結果を、うまくいった場合もそうな

らなかった場合も報告してもらい、さらに

深い話し合いにつなげていること

を報告した。

説明事項 前回協議会の諮問事項（効果的な警察広報に

ついて）対応結果について（副署長が説明）

答申(意見等) １ 特殊詐欺被害防止

⑴ 広報啓発動画の作成

⑵ 地元菓子メーカーとコラボ商品の開発

２ 交通事故防止

⑴ 大田消防署と連携した広報啓発活動

⑵ 赤色灯（パトランプ）による注意喚起

３ その他



⑴ 事件検挙に関する情報提供

⑵ 警察活動の魅力発信

視 察 警察官による特殊詐欺防止のための寸劇を披露

委員からの感想 【多田会長】

地域のケーブルテレビでも放送をしており、多くの住民が見れる機

会があり、特殊詐欺防止に効果をあげていると思う。

これからも、詐欺の手口などの変化に合わせ改良を続けて欲しい。

【田中委員】

特殊詐欺の手口は複雑化しているが、寸劇により詐欺被害の疑似体

験ができるので、「自分は巻き込まれることがない。」と思っている人

にも効果が期待できると思う。

写 真

【会長挨拶】 【署長挨拶】

【特殊詐欺防止のための寸劇を披露】



【諮問事項協議等】


